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第１章 計画策定の趣旨                      

 

第１ 計画策定の趣旨 

 平成 25年 12月に、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり

（以下「国土強靱化」という。）に向けて、施策を総合的かつ計画的に推進することを

目的に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱

化基本法（以下「基本法」という。）」が公布・施行され、この基本法に基づき、平成

26 年６月に、国土強靭化の指針となる「国土強靭化基本計画」（以下「基本計画」と

言う。）が策定され、強靭な国土づくりに向けた施策が推進されています。 

 また、基本法第 13条に基づき、岩手県では平成 28年２月に「岩手県国土強靭化地

域計画」を、令和２年 12月に「第２期岩手県国土強靭化地域計画」を策定し、令和７

年１月には、令和５年７月に見直しが行われた基本計画等を踏まえ、「第３期岩手県

国土強靭化地域計画」（以下「第３期県計画」という。）が策定されました。 

本町においても、今後想定される大規模自然災害から町民の生命と財産を守り、持

続的な成長を実現するため、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するし

なやかさ」を備えた「強靭な国土づくり」と、近年の災害から得られた教訓や社会経

済情勢の変化等も踏まえた第３期県計画との整合性を図るため、「第２期平泉町国土

強靭化地域計画」（以下「本計画」という。）を策定するものです。 

 

 

第２ 計画の位置付け 

本計画は、基本法第 13 条に基づく基本計画として策定するものであり、本町にお

ける国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本的な計画となると

ともに、国土強靭化に係る各種計画等の指針とするものです。 

 

第３ 計画の期間 

本計画が対象とする期間は、令和８年度から令和 12年度までの５年間とします。 
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第２章 基本的な考え方                      

 

第１ 基本目標 

本町における国土強靱化を推進するうえで、以下の４項目を基本目標として取り組

みを推進します。 

（１）人命の保護が最大限図られる 

（２）町及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

（３）町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化が図られる 

（４）迅速な復旧・復興を可能にする 

 

２．事前に備えるべき目標 

上記第１の基本目標を達成するため、以下の６項目を事前に備えるべき目標として

取り組みを推進します。 

（１）直接死を最大限防ぐ 

（２）救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活

環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

（３）必要不可欠な行政機能を確保する 

（４）経済活動を機能不全に陥らせない 

（５）制御不能な複合災害・二次災害を発生させない情報通信サービス、電力等ライ

フライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめると

ともに、早期に復旧させる 

（６）社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

 

第３ 基本的な方針 

国土強靱化の理念を踏まえ、事前防災及び減災、その他迅速な復旧・復興等に資す

る大規模自然災害等に備えた本町全域にわたる強靱なまちづくりについて、東日本大

震災など過去の災害から得られた経験を最大限活用しつつ、以下の方針に基づき推進

します。 

（１）地域強靭化に向けた取組姿勢 

・ 短期的な視点によらず、長期的な視点を持って計画的に取り組みます。 

・ 地域の活力を高める視点を持ち、災害に強い地域づくりを推進します。 

（２）適切な施策の組み合わせ 

・ 災害リスクから被害を最小限に抑えるため、ハード対策とソフト対策を組み

合わせ、効果的に施策を推進します。 

・ 地域における「自助」「共助」及び「公助」を適切に組み合わせるとともに、



3 

 

行政、民間事業者等、関係者相互の連携、協力など役割を分担して取り組みま

す。 

・ 非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効に活用さ

れる対策となるよう取り組みます。 

（３）効率的な施策の推進 

・ 人口減少、少子・高齢化社会への対応や社会資本の老朽化等を踏まえるとと

もに、効率的な行財政運営に配慮し、施策の重点化を図ります。 

・ 限られた財源を有効的に活用するため、国の施策の積極的な活用、民間資金

の活用等により、効率的に施策を推進します。 

（４）地域の特性に応じた施策の推進 

・ 「平泉町総合計画」との調和を図り、人口減少対策にもつながる地域コミュニ

ティや地域経済の強靱化を推進します。 

・ これまでの災害の経験等を踏まえつつ、地形や自然環境等、本町の特性に応

じた施策を推進します。 
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第３章 地域特性と想定するリスク                 

 

第１ 平泉町の地域特性 

（１）位置・面積 

本町は、岩手県の南部（北緯 38度 59分、東経 141度７分）に位置し、北は奥州

市、南は一関市と接しています。また、県都盛岡市から南に約 83㎞の距離にあり、

東西 16.15㎞、南北 8.51㎞と東西に長く、総面積は 63.39㎢となっています。 

（２）地形と気候 

町の中央部には、全国で５番目の長さを持つ北上川が南北に流れ、その流域の両

側に田園地帯が広がっています。町の東部には北上山地に含まれる束稲山（595.7

ｍ）、音羽山（539ｍ）、観音山（325.2ｍ）などが連なり、西部は奥羽山脈に続く標

高約 100～200ｍ前後の丘陵地が広がっています。 

気候は、北上山地と奥羽山脈に挟まれているため、内陸性の気候で、年間降水量

は 1,026.5 ㎜、年平均気温は 13.2℃で、４月から 10 月は気温も上昇し、比較的温

暖な気候となっています。 

（３）人口 

令和２年の国勢調査時点で 7,252 人となっており、平成 22 年の 8,345 人から

1,093 人（13.1％）の人口が減少し、平成 22 年から平成 27 年にかけて 477 人、平

成 27年から令和２年にかけては 616人と、人口減少が確実に進んでおります。 

年齢階層別人口の推移をみると、年少人口（14 歳以下）は、平成 22 年の 989 人

（11.9%）から令和２年には 791人（10.9%）となり、人数と構成比率がともに減少

しています。 

また、生産年齢人口（15～64歳）についても、平成 22年の 4,814人（57.7%）か

ら令和２年には 3,602 人（49.7%）となり、同様に人数と構成比率ともに減少して

います。 

一方、老年人口（65歳以上）については、平成 22年の 2,541人（30.4%）が令和

２年には 2,859人（39.5%）となり、人数と構成比率はともに増加しています。 
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第２ 想定するリスク 

本計画で対象とする自然災害は、過去に町内で発生した自然災害とともに全国で頻

発する自然災害による被害状況等を踏まえ、今後、本町に甚大な被害をもたらすと想

定される自然災害全般を対象とし、想定する主な自然災害は以下のとおりです。 

 

自然災害の種類 想定する規模等 

大規模地震 Ｍ９程度、最大震度７程度を想定し、建物被害、火

災、死傷者多数、停電、断水等 

台風・梅雨前線

等豪雨 

竜巻・突風 

大規模水害 記録的な大雨などを想定し、河川堤防の決壊や氾

濫による人的・物的被害等 

大規模土砂災害 記録的な大雨などによる大規模土砂災害を想定

し、土石流の発生や天然ダムの湛水・決壊による人

的・物的被害等 

暴風災害 台風や竜巻、突風などによる大規模な暴風災害を

想定し、人的・物的被害等 

暴風雪・大雪 記録的な暴風雪や大雪などによる交通事故・障害、

人的・物的被害等 
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第３ 起きてはならない最悪の事態の設定 

「第２章 基本的な考え方」「同第２ 事前に備えるべき目標」で設定した６つの

目標ごとに、本町の地域特性、基本計画及び県計画を踏まえ、以下の「起きてはなら

ない最悪の事態（リスクシナリオ）」を設定しました。 

 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

１ 直接死を最大限防ぐ 1-1 地震等による建築物の大規模倒壊や火災に

よる死傷者の発生 

1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地

等の浸水 

1-3 大規模な火山噴火・土砂災害等による多数の

死傷者の発生 

1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死

傷者の発生 

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止や防災意識

の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の

死傷者の発生 

２ 救助・救急、医療活動が迅速に

行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確

保することにより、関連死を最

大限防ぐ 

 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物

資供給の長期停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発 

 生 

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途

絶等による救助・救急活動の絶対的不足 

2-4 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被

災、支援ルートの途絶による医療・福祉機能

等の麻痺 

2-5 被災地における感染症等の大規模発生 

３ 必要不可欠な行政機能を確保す

る 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機

能の大幅な低下 

４ 経済活動を機能不全に陥らせ

ない 

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動

等の停滞 

4-2 食料の安定供給の停滞 

4-3 農地・森林の荒廃による被害の拡大 

５ 制御不能な複合災害・二次災 5-1 情報通信機能の停止 
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害を発生させない情報通信サ

ービス、電力等ライフライ

ン、燃料供給関連施設、交通

ネットワーク等の被害を最小

限にとどめるとともに、早期

に復旧させる 

5-2 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の

長期停止 

5-3 上下水道等の長時間にわたる供給停止 

5-4 県外との基幹交通及び地域交通ネットワー

クの機能停止 

5-5 ため池、ダム、天然ダム等の損壊・機能不全

による複合災害・二次災害の発生 

６ 社会・経済が迅速かつ従前より

強靭な姿で復興できる条件を

整備する 

6-1 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 

6-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復

旧・復興が大幅に遅れる事態 

6-3 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興

が大幅に遅れる事態 
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第４章 脆弱性評価                        

 

第１ 脆弱性の考え方 

 本計画においては、「起きてはならない最悪の事態」で想定している 22項目のリス

クシナリオに関して本町が実施している施策等についての取り組み状況などから脆

弱性の評価を行いました。 

 

第２ 脆弱性評価の結果 

目標１ 直接死を最大限防ぐ 

1-1 地震等による建築物の大規模倒壊や火災による死傷者の発生 

【公共施設の管理】 

○ 将来にわたり施設を利用したサービスを安全かつ持続的に提供するため、平泉町公共

施設等総合管理計画により、安全性の確保や維持保全の最適化等の方針に基づき取り組

みを進めています。 

→ 施設の老朽化へ対応するため、引き続き公共施設等総合管理計画の個別施設計画に基

づき、計画的に維持管理に取り組む必要があります。 

 

【庁舎の災害対応強化】 

○ 災害時の防災拠点となる役場庁舎は新耐震基準により建築されているものであり、非

常用電源設備も整備されているが、燃料無補給での稼働時間が短く、また浸水想定区域

内に位置しています。 

→ 庁舎の防災対策や機能強化を図るとともに、庁舎が使用できない場合の本部代替場所

について検討する必要があります。 

 

【町営住宅の老朽化対策】 

○ 町営住宅のうち上野台団地以外の住宅については、老朽化が進んでいる状況です。 

→ 平泉町公営住宅等長寿命化計画に基づき、適切な住宅管理に取り組む必要があります。 

 

【住宅の耐震化】 

○ 旧耐震基準（昭和 56年 3月 31日以前）で建築された住宅が多数あります。 

→ 安心できる住宅づくりに向け、耐震化の必要性や各種支援制度等について周知に努め

る必要があります。 
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【空き家対策の推進】 

○ 地域における人口及び世帯数の減少、既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用さ

れていない住宅や建築物が年々増加しています。 

→ 所有者に対し適正管理について促進するとともに、地域の生活環境と景観を守るため、

ポータルサイトの活用や空き家・空き地バンク事業の推進により総合的な空き家対策を

進める必要があります。 

 

【防災教育の推進】 

○ 小中学校において、総合防災訓練の実施やマイタイムラインの作成などをとおし、日

ごろから災害に備えた防災意識の向上に努めています。 

→ 更なる防災意識の向上を図るため、学校や家庭、地域等と連携した防災教育を推進す

る必要があります。 

 

【町道等道路整備の推進】 

○ 住民の暮らしの利便性や安全性の向上のため、地域のニーズに応じて町道を整備する

とともに、国や県との連携を図りながら道路網の整備を計画的に進めているが、道路の

未舗装等により、除雪作業の遅れなど通行確保の妨げになるおそれがあります。 

→ 安全で快適に移動できる道路環境づくりを推進していくため、道路の計画的な点検と

修繕による適切な維持管理に努めながら、道路の利用実態に応じた効果的な整備を進め

ていくことが必要です。 

 

【橋梁の適切な管理】 

○ 橋梁等の計画的な点検や、修繕による適切な維持管理と効果的な整備に努めています。 

→ 橋梁の適正管理と長寿命化を図るため、計画的な維持管理に取り組むとともに、定期

的な橋梁点検の実施により、劣化損傷等の早期発見に努める必要があります。 

 

【地域支援体制の強化】 

〇 少子高齢化の進行とともに、一人暮らしや高齢者のみ世帯などが増加し、個々の課題

も複雑化していることから、民生児童委員や関係機関等と連携し、地域福祉活動の推進

に取り組んでいます。                         

→ 地域の民生児童委員や関係機関等と情報を共有し、効果的な活動を推進する連携・協

力体制の強化が必要です。 
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【電柱等の倒壊防止】 

○ 沿道の電柱倒壊により交通が遮断されるおそれがあります。 

→ 事業者の協力を得ながら、既存電柱の倒壊防止対策を進める必要があります。 

 

【公園等の整備】 

○ 住民の生活に身近な交流や憩いの場、子どもの遊び場としての公園・緑地の整備は十

分とは言えない状況にあります。 

→ 町内に不足する子どもの遊びの確保のほか、公園は防災面での活用も期待されること

から整備を進めていく必要があります。 

 

【防災マップの活用】 

○ 町内の浸水想定区域、土砂災害警戒区域を示した防災マップの作成・配布を行い、災

害時の迅速かつ安全に避難行動が取れるよう、住民周知に取り組んでいます。 

→ 引き続き防災マップ等を活用した防災情報の普及啓発と学習会等を開催し、防災意識

の高揚に取り組む必要があります。 

 

【消防施設・設備の整備】 

○ 定期的に点検を実施しているが、老朽化している施設や設備が見受けられます。 

→ 無水利地域への消火栓や防火水そうの整備に努めるとともに、消防車両などの既存消

防施設・設備の適切な維持管理と計画的な更新を行う必要があります。 

 

【消防・救急体制の強化】 

○ 消防・救急業務は一関市へ事務委託をしており、日ごろから相互の情報共有や消防団

との連携強化に努めています。 

→ 更なる連携強化を図るとともに、災害の同時多発的な状況に対応できるよう、訓練等

により消防団員の災害対応力の向上を進める必要があります。 

 

【消防団の体制強化】 

○ 人口減少や高齢化などにより、消防団員の確保が難しくなっています。 

→ 消防団各分団と連携し、団員確保に取り組み、消防団の体制強化を推進する必要があ

ります。 

 

【地域防災力の強化】 

○ 自主防災組織を対象に水防工法指導会や防災マップを活用した学習会の開催、緊急避
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難場所防災資機材購入補助制度の導入等、地域防災力の向上に努めています。 

→ 自主防災組織は災害時において「共助」としての役割を担っており、相互の連携強化

を促進するとともに、学習会の開催や防災訓練等を実施し、地域防災力の向上を図る必

要があります。 

 

 

1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

【庁舎の災害対応強化】（1-1再掲） 

○ 災害時の防災拠点となる役場庁舎は新耐震基準により建築されているものであり、非

常用電源設備も整備されているが燃料無補給での稼働時間が短く、また浸水想定区域内

に位置しています。 

→ 庁舎の防災対策や機能強化を図るとともに、庁舎が使用できない場合の本部代替場所

について検討する必要があります。 

 

【防災マップの活用】（1-1再掲） 

○ 町内の浸水想定区域、土砂災害警戒区域を示した防災マップの作成・配布を行い、災

害時の迅速かつ安全に避難行動が取れるよう、住民周知に取り組んでいます。 

→ 引き続き防災マップ等を活用した防災情報の普及啓発と学習会等を開催し、防災意識

の高揚に取り組む必要があります。 

 

【マイタイムラインの推進】 

○ 水害の発生がある程度予測可能な台風などから、自身や家族等がとるべき避難行動な

どの対応を把握する必要があります。 

→ 水害による被害が予測される際に、それぞれの対応を確認するためマイタイムライン

の作成を推進する必要があります。 

 

【河川等の管理】 

○ 近年、全国各地で豪雨災害が発生しており、適正な河川等の管理が必要です。 

→ 河川及び水路の巡視によって河道の土砂の堆積状況を把握し、河川氾濫危険箇所の土

砂除去を適切に実施し、機能維持と災害防止に取り組む必要があります。 
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1-3 大規模な火山噴火・土砂災害等による多数の死傷者の発生 

【防災マップの活用】（1-1再掲） 

○ 町内の浸水想定区域、土砂災害警戒区域を示した防災マップの作成・配布を行い、災

害時の迅速かつ安全に避難行動が取れるよう、住民周知に取り組んでいます。 

→ 引き続き防災マップ等を活用した防災情報の普及啓発と学習会等を開催し、防災意識

の高揚に取り組む必要があります。 

 

【ため池や農業用施設の適正管理】 

○ ため池や農業用施設の老朽化等により、適正な管理の低下が懸念されます。 

→ 施設の管理者等と連携を密にし、施設の適正な維持管理を促進するとともに、ため池

ハザードマップやため池マップの周知を図る必要があります。 

 

【森林環境の保全】 

○ 森林は治水機能を有しているが、森林の荒廃により機能が低下し、豪雨による土砂流

出等が懸念されます。 

→ 森林所有者の合意形成を図るとともに、関係機関と連携し、森林整備・適正な管理に

取り組む必要があります。 

 

【火山災害対策の推進】 

○ 栗駒山火山防災協議会により栗駒山火山ハザードマップが作成されており、これによ

ると風向きなどの気象条件等場合によっては、火山灰などの影響が及ぼされることが示

されています。 

→ 気象情報の注視や、一関市等関係機関との連携を図り、情報の提供や注意喚起など対

応に取り組む必要があります。 

 

 

1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

【除雪体制の強化】 

○ 直営の除雪体制の維持とともに、民間事業者への除雪委託により速やかな除雪体制を

整えています。 

→ 降雪の状況によっては、除雪作業が遅れ、住民生活に影響を及ぼす可能性があること

から、民間事業者等と体制強化が必要です。 
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【連絡体制の強化】 

○ 大雪による交通や通信手段の遮断により孤立するおそれのある地域があります。 

→ 孤立するおそれのある地域との連絡・通信手段の確保や連絡体制を強化するとともに、

関係団体との連携強化する必要があります。 

 

【町道等道路整備の推進】（1-1再掲） 

○ 住民の暮らしの利便性や安全性の向上のため、地域のニーズに応じて町道を整備する

とともに、国や県との連携を図りながら道路網の整備を計画的に進めているが、道路の

未舗装等により、除雪作業の遅れなど通行確保の妨げになるおそれがあります。 

→ 安全で快適に移動できる道路環境づくりを推進していくため、道路の計画的な点検と

修繕による適切な維持管理に努めながら、道路の利用実態に応じた効果的な整備を進め

ていくことが必要です。 

 

 

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多

数の死傷者の発生 

【情報伝達手段の整備】 

○ 町内の防災行政無線は平成８年に運用を開始し、令和５年に完全デジタル化へと更新

が行われています。また、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）を活用した緊急

時の情報配信等、多様な情報伝達手段を活用しています。 

→ 情報伝達手段の中心的役割として、防災行政無線戸別受信機の全世帯設置と適正な維

持管理を図るとともに、ＳＮＳのほかメール配信サービス等多様な情報伝達手段の確保

に取り組む必要があります。 

 

【火山災害対策の推進】（1-3再掲） 

○ 栗駒山火山防災協議会により栗駒山火山ハザードマップが作成されており、これによ

ると風向きなどの気象条件等場合によっては、火山灰などの影響が及ぼされることが示

されています。 

→ 気象情報の注視や、一関市等関係機関との連携を図り、情報の提供や注意喚起など対

応に取り組む必要があります。 

 

【地域防災力の強化】（1-1再掲） 

○ 自主防災組織を対象に水防工法指導会や防災マップを活用した学習会の開催、緊急避

難場所防災資機材購入補助制度の導入等、地域防災力の向上に努めています。 
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→ 自主防災組織は災害時において「共助」としての役割を担っており、相互の連携強化

を促進するとともに、学習会の開催や防災訓練等を実施し、地域防災力の向上を図る必

要があります。 

 

【防災士や地域リーダーの養成】 

○ 地域防災力の向上を図るため、自主防災組織を対象とした防災士資格取得費用の補助

や関係機関と連携したセミナー等の開催により、地域リーダーの養成に努めています。 

→ 防災士資格保有者による地域リーダーを核とした地域防災力の強化を推進する必要が

あります。 

 

【要配慮者等への支援】 

○ 避難行動要支援者名簿の更新を進めるとともに、地域と連携し、災害時における支援

体制の充実及び個別避難計画の策定に取り組んでいます。 

→ 個別避難計画の策定を進めるとともに、引き続き地域での支援体制の強化に取り組む

必要があります。 

 

【防災教育の推進】（1-1再掲） 

○ 小中学校において、総合防災訓練の実施やマイタイムラインの作成などをとおし、日

ごろから災害に備えた防災意識の向上に努めています。 

→ 更なる防災意識の向上を図るため、学校や家庭、地域等と連携した防災教育を推進す

る必要があります。 

 

【地域支援体制の強化】（1-1再掲） 

〇 少子高齢化の進行とともに、一人暮らしや高齢者のみ世帯などが増加し、個々の課題

も複雑化していることから、民生児童委員や関係機関等と連携し、地域福祉活動の推進

に取り組んでいます。                         

→ 地域の民生児童委員や関係機関等と情報を共有し、効果的な活動を推進する連携・協

力体制の強化が必要です。 
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目標２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生

活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

【避難所の備蓄・設備強化】 

○ 非常用の食料や衛生用品、避難所運営に係る設備等の整備に努めています。 

→ 整備している備蓄品の適正な管理と、計画的な更新を行う必要があります。 

 

【災害時応援協定等の締結】 

○ 県内の自治体や民間事業者等、災害に係る協定については随時進めていますが、災害

が多様化しており、協定が結ばれていない分野もあります。 

→ 災害の多様化に備え、協力を得られる事業者や団体との協定締結を進めるとともに、

関係団体との情報連絡訓練などを行い、災害に対する体制強化に取り組む必要がありま

す。 

 

【上水道施設の適切な管理】 

○ 老朽化している管路等について、計画的に更新を進めています。 

→ 今後も水道事業基本計画に基づき、老朽化した施設と管路の更新や耐震化を図り、安

全・安心かつ安定した水の供給に取り組む必要があります。 

 

【町道等道路整備の推進】（1-1再掲） 

○ 住民の暮らしの利便性や安全性の向上のため、地域のニーズに応じて町道を整備する

とともに、国や県との連携を図りながら道路網の整備を計画的に進めているが、道路の

未舗装により、除雪作業の遅れなど通行確保の妨げになるおそれがあります。 

→ 安全で快適に移動できる道路環境づくりを推進していくため、道路の計画的な点検と

修繕による適切な維持管理に努めながら、道路の利用実態に応じた効果的な整備を進め

ていくことが必要です。 

 

【橋梁の適切な管理】（1-1再掲） 

○ 橋梁等の計画的な点検や、修繕による適切な維持管理と効果的な整備に努めています。 

→ 橋梁の適正管理と長寿命化を図るため、計画的な維持管理に取り組むとともに、定期

的な橋梁点検の実施により、劣化損傷等の早期発見に努める必要があります。 
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2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

【ヘリコプター発着所の確保】 

○ 中山間地域において、ヘリコプターの発着できる場所が確保されていません。 

→ 道路が寸断された際のヘリコプターの救助に備え、発着場所の検討と確保を進める必

要があります。 

 

【町道等道路整備の推進】（1-1再掲） 

○ 住民の暮らしの利便性や安全性の向上のため、地域のニーズに応じて町道を整備する

とともに、国や県との連携を図りながら道路網の整備を計画的に進めているが、道路の

未舗装により、除雪作業の遅れなど通行確保の妨げになるおそれがあります。 

→ 安全で快適に移動できる道路環境づくりを推進していくため、道路の計画的な点検と

修繕による適切な維持管理に努めながら、道路の利用実態に応じた効果的な整備を進め

ていくことが必要です。 

 

【橋梁の適切な管理】（1-1再掲） 

○ 橋梁等の計画的な点検や、修繕による適切な維持管理と効果的な整備に努めています。 

→ 橋梁の適正管理と長寿命化を図るため、計画的な維持管理に取り組むとともに、定期

的な橋梁点検の実施により、劣化損傷等の早期発見に努める必要があります。 

 

【情報伝達手段の整備】（1-5再掲） 

○ 町内の防災行政無線は平成８年に運用を開始し、令和５年に完全デジタル化へと更新

が行われています。また、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）を活用した緊急

時の情報配信等、多様な情報伝達手段を活用しています。 

→ 情報伝達手段の中心的役割として、防災行政無線戸別受信機の全世帯設置と適正な維

持管理を図るとともに、ＳＮＳのほかメール配信サービス等多様な情報伝達手段の確保

に取り組む必要があります。 

 

 

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救助・救急活動の絶対的不足 

【自衛隊・警察との連携】 

○ 平時からの情報交換等に努めています。 

→ 災害時の広域支援を受け入れるため、平常時から情報交換や連絡体制の一層の強化を

図る必要があります。 
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【消防・救急体制の強化】（1-1再掲） 

○ 消防・救急業務は一関市へ事務委託をしており、日ごろから相互の情報共有や消防団

との連携強化に努めています。 

→ 更なる連携強化を図るとともに、災害の同時多発的な状況に対応できるよう、訓練等

により消防団員の災害対応力の向上を進める必要があります。 

 

【医療体制の確保】 

〇 一関市医師会、一関歯科医師会及び一関薬剤師会と災害時の医療救護活動に関する協

定を締結するなど、医療体制の確保に努めています。 

→ 災害時における医療救護活動を迅速かつ適切に行うため、今後も関係機関等との連携

を強化し、地域医療体制の確保に努める必要があります。 

 

【応急手当講習会等の開催】 

○ 関係機関と連携して、普通救急救命講習会等を開催しており、定期的な講習会の機会

を実施しています。 

→ 災害発生初期は、地域住民が相互に応急手当を行うケースが想定されることから、講

習会等の開催により普及・啓発に取り組む必要があります。 

 

【庁舎の災害対応強化】（1-1再掲） 

○ 災害時の防災拠点となる役場庁舎は新耐震基準により建築されているものであり、非

常用電源設備も整備されているが燃料無補給での稼働時間が短く、また浸水想定区域内

に位置しています。 

→ 庁舎の防災対策や機能強化を図るとともに、庁舎が使用できない場合の本部代替場所

について検討する必要があります。 

 

【地域防災力の強化】（1-1再掲） 

○ 自主防災組織を対象に水防工法指導会や防災マップを活用した学習会の開催、避難所

運営訓練の実施等、地域防災力の向上に努めています。 

→ 自主防災組織は災害時において「共助」としての役割を担っており、相互の連携強化

を促進するとともに、学習会の開催や防災訓練等を実施し、地域防災力の向上を図る必

要があります。 
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2-4 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療・福祉

機能等の麻痺 

【要配慮者等への支援】（1-5再掲） 

○ 避難行動要支援者名簿の更新を進めるとともに、地域と連携し、災害時における支援

体制の充実及び個別避難計画の策定に取り組んでいます。 

→ 個別避難計画の策定を進めるとともに、引き続き地域での支援体制の強化に取り組む

必要があります。 

 

【交通ネットワークの形成】 

○ 鉄道やバス等の公共交通はあるが、災害が発生した場合、利用者の移動が制限され、

帰宅困難者の発生や人の往来に支障をきたすことが予想されます。 

→ 既存の公共交通網の維持に努めるとともに、公共交通の運休時における代替輸送の実

施やルートの確保など、交通事業者や関係機関等と連携しながら検討・整備に取り組む

必要があります。 

 

【町道等道路整備の推進】（1-1再掲） 

○ 住民の暮らしの利便性や安全性の向上のため、地域のニーズに応じて町道を整備する

とともに、国や県との連携を図りながら道路網の整備を計画的に進めているが、道路の

未舗装等により、除雪作業の遅れなど通行確保の妨げになるおそれがあります。 

→ 安全で快適に移動できる道路環境づくりを推進していくため、道路の計画的な点検と

修繕による適切な維持管理に努めながら、道路の利用実態に応じた効果的な整備を進め

ていくことが必要です。 

 

【避難所の備蓄・設備強化】（2-1再掲） 

○ 非常用の食料や衛生用品、避難所運営に係る設備等の整備に努めています。 

→ 整備している備蓄品の適正な管理と、計画的な更新を行う必要があります。 

 

【医療体制の確保】（2-3再掲） 

〇 一関市医師会、一関歯科医師会及び一関薬剤師会と災害時の医療救護活動に関する協

定を締結するなど、医療体制の確保に努めています。 

→ 災害時における医療救護活動を迅速かつ適切に行うため、今後も関係機関等との連携

を強化し、地域医療体制の確保に努める必要があります。 
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【応急手当講習会等の開催】（2-3再掲） 

○ 関係機関と連携して、普通救急救命講習会等を開催しており、定期的な講習会の機会

を実施しています。 

→ 災害発生初期は、地域住民が相互に応急手当を行うケースが想定されることから、講

習会等の開催により普及・啓発に取り組む必要があります。 

 

【災害時応援協定等の締結】（2-1再掲） 

○ 県内の自治体や民間事業者等、災害に係る協定については随時進めていますが、災害

が多様化しており、協定が結ばれていない分野もあります。 

→ 災害の多様化に備え、協力を得られる事業者や団体との協定締結を進めるとともに、

関係団体との情報連絡訓練などを行い、災害に対する体制強化に取り組む必要がありま

す。 

 

【ヘリコプター発着所の確保】（2-2再掲） 

○ 中山間地域において、ヘリコプターの発着できる場所が確保されていません。 

→ 道路が寸断された際のヘリコプターの救助に備え、発着場所の検討と確保を進める必

要があります。 

 

 

2-5 被災地における感染症等の大規模発生 

【感染症対策の推進】 

〇 近年の新型コロナウイルス感染症等の流行を踏まえ、感染症に関する正しい知識の普

及に努めています。 

→ 感染症や予防接種に関する正しい知識の普及を図り、感染予防や感染拡大の防止に取

り組む必要があります。 

 

【保健師・管理栄養士等による健康管理の強化】 

〇 被災による生活環境の変化や栄養不足、ストレス等により健康状態が悪化したり、感

染症の発生が懸念されます。 

→ 被災者に対する健康相談や健康教育を実施し、心身の健康管理に努める必要がありま

す。 

 

【上水道施設の適切な管理】（2-1再掲） 

○ 老朽化している管路等について、計画的に更新を進めています。 
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→ 今後も水道事業基本計画に基づき、老朽化した施設と管路の更新や耐震化を図り、安

全・安心かつ安定した水の供給に取り組む必要があります。 

 

【下水道施設の適切な管理と老朽化対策】 

○ 健康で快適な居住環境づくりなど住民の快適な暮らしに大きな役割を果たすことか

ら、接続率の向上とともに、適正な点検と維持管理に努めています。 

→ 普及啓発活動や補助事業等を実施し、下水道への接続や合併処理浄化槽設備の整備促

進を図るとともに、腐食のおそれが大きい箇所を中心に定期的な点検や調査と適正な維

持管理を実施し、地震対策や老朽化対策を進めていく必要があります。 

 

【下水道施設の防災機能強化】 

○ ストックマネジメント計画や下水道業務継続計画を策定し、計画に基づいた維持管理

や業務執行に努めています。 

→ 必要に応じた計画の見直しを行うとともに、引き続き計画的で効率的な維持管理に努

める必要があります。 

 

【災害時等における下水道復旧支援に関する協定】 

○ 岩手県と下水道事業（類似する集落排水事業を含む。）実施全33市町村の連名で、日

本下水道管路管理業協会と下水道管路施設の復旧支援に関する協定を締結し、県が窓口

となり、協会への支援要請をすることとしています。 

→ 今後は、情報連絡訓練などを行い、関連団体との連絡体制強化を図っていく必要があ

ります。 

 

 

  



21 

 

目標３ 必要不可欠な行政機能を確保する 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

【①庁内データの保全】 

○ 住民の税情報などを含めた行政情報データは、適切にバックアップを確保しています。 

→ 重要な行政データを含め、災害時にデータを復旧する体制の強化に取り組む必要があ

ります。 

 

【②業務継続計画の策定】 

○ 業務継続上重要とされる６要素について、地域防災計画の内容を参考としています。

また、災害時等において優先すべき業務の整理を行っています。 

→ 災害時に重要業務を継続するため、業務継続計画を策定し、災害時における適切な業

務執行できる体制強化を図る必要があります。 

 

【③庁舎の災害対応強化】（1-1再掲） 

○ 災害時の防災拠点となる役場庁舎は新耐震基準により建築されているものであり、非

常用電源設備も整備されているが燃料無補給での稼働時間が短く、また浸水想定区域内

に位置しています。 

→ 庁舎の防災対策や機能強化を図るとともに、庁舎が使用できない場合の本部代替場所

について検討する必要があります。 
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目標４ 経済活動を機能不全に陥らせない 

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞 

【橋梁の適切な管理】（1-1再掲） 

○ 橋梁等の計画的な点検や、修繕による適切な維持管理と効果的な整備に努めています。 

→ 橋梁の適正管理と長寿命化を図るため、計画的な維持管理に取り組むとともに、定期

的な橋梁点検の実施により、劣化損傷等の早期発見に努める必要があります。 

 

【町道等道路整備の推進】（1-1再掲） 

○ 住民の暮らしの利便性や安全性の向上のため、地域のニーズに応じて町道を整備する

とともに、国や県との連携を図りながら道路網の整備を計画的に進めているが、道路の

未舗装により、除雪作業の遅れなど通行確保の妨げになるおそれがあります。 

→ 安全で快適に移動できる道路環境づくりを推進していくため、道路の計画的な点検と

修繕による適切な維持管理に努めながら、道路の利用実態に応じた効果的な整備を進め

ていくことが必要です。 

 

【災害時応援協定等の締結】（2-1再掲） 

○ 県内の自治体や民間事業者等、災害に係る協定については随時進めていますが、災害

が多様化しており、協定が結ばれていない分野もあります。 

→ 災害の多様化に備え、協力を得られる事業者や団体との協定締結を進めるとともに、

関係団体との情報連絡訓練などを行い、災害に対する体制強化に取り組む必要がありま

す。 

 

 

4-2 食料等の安定供給の停滞 

【避難所の備蓄・設備強化】（2-1再掲） 

○ 非常用の食料や衛生用品、避難所運営に係る設備等の整備に努めています。 

→ 整備している備蓄品の適正な管理と、計画的な更新を行う必要があります。 

 

【町道等道路整備の推進】（1-1再掲） 

○ 住民の暮らしの利便性や安全性の向上のため、地域のニーズに応じて町道を整備する

とともに、国や県との連携を図りながら道路網の整備を計画的に進めているが、道路の

未舗装により、除雪作業の遅れなど通行確保の妨げになるおそれがあります。 

→ 安全で快適に移動できる道路環境づくりを推進していくため、道路の計画的な点検と

修繕による適切な維持管理に努めながら、道路の利用実態に応じた効果的な整備を進め
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ていくことが必要です。 

 

【橋梁の適切な管理】（1-1再掲） 

○ 橋梁等の計画的な点検や、修繕による適切な維持管理と効果的な整備に努めています。 

→ 橋梁の適正管理と長寿命化を図るため、計画的な維持管理に取り組むとともに、定期

的な橋梁点検の実施により、劣化損傷等の早期発見に努める必要があります。 

 

【鳥獣被害防止対策の推進】 

○ 鳥獣による農地への農作物被害により、耕作放棄地の発生や集落機能の低下が想定さ

れます。 

→ 関係機関との連携により侵入防止柵の設置等、捕獲と防除を基本とした鳥獣被害対策

を推進する必要があります。 

 

 

4-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

【農地の保全】 

○ 耕作放棄地等の増加により、農地の持つ水源涵養機能の低下が懸念されます。 

→ 各種支援制度等により、地域力を高め、農地の適切な保全管理と良好な農村環境の維

持に取り組む必要があります。 

 

【農業者等の育成】 

○ 高齢化や後継者不足等により事業継承が難しくなってきており、それに伴い耕作放棄

地の増加など農地の荒廃の進行が懸念されます。 

→ 国の支援制度等により、後継者の確保や地域における担い手等の育成を進める必要が

あります。 

 

【ため池や農業用施設の適正管理】（1-3再掲） 

○ ため池や農業用施設の老朽化等により、適正な管理の低下が懸念されます。 

→ 施設の管理者等と連携を密にし、施設の適正な維持管理を促進するとともに、ため池

ハザードマップやため池マップの周知を図る必要があります。 

 

【森林環境の保全】（1-3再掲） 

○ 森林は治水機能を有しているが、森林の荒廃により機能が低下し、豪雨による土砂流

出等が懸念されます。 
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→ 森林所有者の合意形成を図るとともに、関係機関と連携し、森林整備・適正な管理に

取り組む必要があります。 

 

【農業用ハウスの補強対策】 

○ 暴風や大雪により生産インフラである農業用ハウスが倒壊し、町内園芸作物の生産性

低下が懸念されます。 

→ 施設保守点検の適切な実践方法についての普及啓発を行うとともに、施設の補強対策

に取り組む必要があります。 

 

【鳥獣被害防止対策の推進】（4-2再掲） 

○ 鳥獣による農地への農作物被害により、耕作放棄地の発生や集落機能の低下が想定さ

れます。 

→ 関係機関との連携により侵入防止柵の設置等、捕獲と防除を基本とした鳥獣被害対策

を推進する必要があります。 
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目標５ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない情報通信サービス、電力等ラ

イフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめると

ともに、早期に復旧させる 

5-1  情報通信機能の長期停止 

【情報通信利用環境の整備】 

○ 情報通信事業者と災害時応援協定を締結し、避難所において非常用公衆電話の設置な

ど、非常時の通信手段として整備しています。 

→ 関係機関との連携強化を図るとともに、長期間にわたる通信網の遮断に対する通信手

段の確保を行う必要があります。 

 

5-2 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止 

【関係機関の連携強化】 

○ 電力事業者やガス協会等と災害時における連携協定を締結し、被害低減に向けた取り

組みを進めています。 

→ 今後も関係機関との連携強化を図るとともに、自主防災組織等との協力体制について

も強化する必要があります。 

 

【非常時における電源等の確保】 

○ 非常用発電設備等の整備は行われてはいるが、一部の施設に限られています。 

→ 公共施設に限らず、町内において再生可能エネルギーや蓄電設備による非常時の電源

確保の普及啓発に努める必要があります。 

 

【避難所の備蓄・設備強化】（2-1再掲） 

○ 非常用の食料や衛生用品、避難所運営に係る設備等の整備に努めています。 

→ 整備している備蓄品の適正な管理と、計画的な更新を行う必要があります。 

 

 

5-3 上下水道等の長時間にわたる供給停止 

【避難所の備蓄・設備強化】（2-1再掲） 

○ 非常用の食料や衛生用品、避難所運営に係る設備等の整備に努めています。 

→ 整備している備蓄品の適正な管理と、計画的な更新を行う必要があります。 

 

【上水道施設の適切な管理】（2-1再掲） 

○ 老朽化している管路等について、計画的に更新を進めています。 
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→ 今後も水道事業基本計画に基づき、老朽化した施設と管路の更新や耐震化を図り、安

全・安心かつ安定した水の供給に取り組む必要があります。 

 

【災害時応援協定等の締結】（2-1再掲） 

○ 県内の自治体や民間事業者等、災害に係る協定については随時進めているが、災害が

多様化しており、協定が結ばれていない分野もあります。 

→ 災害の多様化に備え、協力を得られる事業者や団体との協定締結を進め、災害に対す

る体制強化に取り組む必要があります。 

 

【下水道施設の適切な管理と老朽化対策】（2-5再掲） 

○ 健康で快適な居住環境づくりなど住民の快適な暮らしに大きな役割を果たすことか

ら、接続率の向上とともに、適正な点検と維持管理に努めています。 

→ 普及啓発活動や補助事業等を実施し、下水道への接続や合併処理浄化槽設備の整備促

進を図るとともに、腐食のおそれが大きい箇所を中心に定期的な点検や調査と適正な維

持管理を実施し、地震対策や老朽化対策を進めていく必要があります。 

 

【下水道施設の防災機能強化】（2-5 再掲） 

○ ストックマネジメント計画や下水道業務継続計画を策定し、計画に基づいた維持管理

や業務執行に努めています。 

→ 必要に応じた計画の見直しを行うとともに、引き続き計画的で効率的な維持管理に努

める必要があります。 

 

【災害時等における下水道復旧支援に関する協定】（2-5 再掲） 

○ 岩手県と下水道事業（類似する集落排水事業を含む。）実施全33市町村の連名で、日

本下水道管路管理業協会と下水道管路施設の復旧支援に関する協定を締結し、県が窓口

となり、協会への支援要請をすることとしています。 

→ 今後は、情報連絡訓練などを行い、関連団体との連絡体制強化を図っていく必要があ

ります。 

 

 

5-4 県外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

【町道等道路整備の推進】（1-1再掲） 

○ 住民の暮らしの利便性や安全性の向上のため、地域のニーズに応じて町道を整備する

とともに、国や県との連携を図りながら道路網の整備を計画的に進めているが、道路の
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未舗装等により、除雪作業の遅れなど通行確保の妨げになるおそれがあります。 

→ 安全で快適に移動できる道路環境づくりを推進していくため、道路の計画的な点検と

修繕による適切な維持管理に努めながら、道路の利用実態に応じた効果的な整備を進め

ていくことが必要です。 

 

【橋梁の適切な管理】（1-1再掲） 

○ 橋梁等の計画的な点検や、修繕による適切な維持管理と効果的な整備に努めています。 

→ 橋梁の適正管理と長寿命化を図るため、計画的な維持管理に取り組むとともに、定期

的な橋梁点検の実施により、劣化損傷等の早期発見に努める必要があります。 

 

【交通ネットワークの形成】（2-4再掲） 

○ 鉄道やバス等の公共交通はあるが、災害が発生した場合、利用者の移動が制限され、

帰宅困難者の発生や人の往来に支障を帰宅ことが予想されます。 

→ 既存の公共交通網の維持に努めるとともに、公共交通の運休時における代替輸送の実

施やルートの確保など、交通事業者や関係機関等と連携しながら検討・整備に取り組む

必要があります。 

 

 

5-5 ため池、ダム、天然ダム等の損壊・機能不全による複合災害・二次災害の発生 

【防災マップの活用】（1-1再掲） 

○ 町内の浸水想定区域、土砂災害警戒区域を示した防災マップの作成・配布を行い、防

災意識の向上に向け、住民周知に取り組んでいます。 

→ 引き続き防災マップ等を活用した防災情報の普及啓発と、学習会等を開催し、防災意

識の高揚に取り組む必要があります。 

 

【ため池や農業用施設の適正管理】（1-3再掲） 

○ ため池や農業用施設の老朽化等により、適正な管理の低下が懸念されます。 

→ 施設の管理者等と連携を密にし、施設の適正な維持管理を促進するとともに、ため池

ハザードマップやため池マップの周知を図る必要があります。 

 

【森林環境の保全】（1-3再掲） 

○ 森林は治水機能を有しているが、森林の荒廃により機能が低下し、豪雨による土砂流

出等が懸念されます。 

→ 森林所有者の合意形成を図るとともに、関係機関と連携し、森林整備・適正な管理に
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取り組む必要があります。 

 

【火山災害対策の推進】（1-3再掲） 

○ 栗駒山火山防災協議会により栗駒山火山ハザードマップが作成されており、これによ

ると風向きなどの気象条件等場合によっては、火山灰などの影響が及ぼされることが示

されています。 

→ 気象情報の注視や、一関市等関係機関との連携を図り、情報の提供や注意喚起など対

応に取り組む必要があります。 
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目標６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

6-1 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

【災害廃棄物処理計画の策定】 

○ 災害廃棄物の円滑な処理を行うための指針となる災害廃棄物処理計画の策定に向け検

討中です。 

→ 災害廃棄物処理計画の策定を進めるとともに、民間事業者とも連携して処理体制を構

築することが必要です。 

 

 

6-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

【ボランティアの受入態勢の整備】 

○ 災害時における復旧・復興にはボランティアによる支援が必要不可欠であるが、受入

態勢が確立されていません。 

→ 災害ボランティアセンターの設置について社会福祉協議会を支援していくとともに、

ボランティア活動のニーズ把握と受入態勢の整備に向け社会福祉協議会等と連携を強化

していく必要があります。 

 

【子育て支援の充実】 

○ 共働き世帯の増加と勤労形態の多様化によって、特に０～２歳の低年齢児の保育や放

課後児童の居場所に対する需要が増加しています。また、災害初期から再建までの期間

において、保護者が身近に相談できる場所や子どもたちの安全・安心ない場所の確保等

子育ての環境整備が求められています。 

→ 多様化、増加するニーズを捉え、子育て支援の充実を図るとともに、地域や子育てす

る親同士の交流を育み、安心して子育てができる環境づくりに努める必要があります。 

 

【災害時等における下水道復旧支援に関する協定】（2-5 再掲） 

○ 岩手県と下水道事業（類似する集落排水事業を含む。）実施全33市町村の連名で、日

本下水道管路管理業協会と下水道管路施設の復旧支援に関する協定を締結し、県が窓口

となり、協会への支援要請をすることとしています。 

→ 今後は、情報連絡訓練などを行い、関連団体との連絡体制強化を図っていく必要があ

ります。 
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6-3 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

【コミュニティ活動の活性化】 

○ 高齢化や人口減少により、日常生活や地域活動などさまざまな分野において、影響を

及ぼすことが懸念されます。 

→ 住民や地域が自主的、主体的に展開する地域コミュニティ活動を支援し、地域人材づ

くりや多世代交流を促進し、地域コミュニティの基盤維持と強化を図る必要があります。 

 

【移住・定住の促進】 

○ 本町は、経年的な人口減少傾向にあり、今後もより一層の進行が予測されることから、

地域コミュニティや産業などでの担い手不足が懸念されます。 

→ 人口減少の影響を緩和するため、安定した雇用の確保や子育て支援環境の充実などに

取り組み、若い世代を中心とした移住定住の促進を図る必要があります。 

 

【商工業の育成・支援】 

〇 さまざまな影響により、町内の事業者数の減少や経営環境が一層厳しくなっている状

況にあります。 

→ 商工会をはじめとする関係機関と連携し経営の持続的発展や、創業希望者の創出など

への支援を行い、地域経済の維持と活性化が必要です。 
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第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策              

第４章で示した脆弱性評価の結果を踏まえ、起きてはならない最悪の事態に対応す

るための施策と重点施策を設定しました。 

 

第１ 施策分野の設定 

本計画においては、基本計画、県計画を参考に５つの個別施策分野と６つの横断的

分野を設定しました。 

 

（１）個別施策分野 

  ①行政機能 

   （行政機能、情報通信、防災教育、訓練・連携体制 等） 

  ②住宅・都市 

   （住宅、公園整備 等） 

  ③保健医療 

   （保健、医療、福祉、子育て 等） 

  ④産業 

   （農林業、商工業 等） 

  ⑤国土保全 

   （国土保全、交通、廃棄物 等） 

 

（２）横断的分野  

 ①リスクコミュニケーション 

   （防災意識、支援体制 等） 

  ②老朽化対策 

   （公共施設、社会基盤 等） 

  ③人口減少・少子高齢化対策 

（地域コミュニティ、要配慮者支援、担い手確保・育成 等） 

  ④人材育成 

   （災害ケースマネジメント、防災教育、デジタル技術活用 等） 

  ⑤官民連携 

   （連携体制強化、協定締結 等） 

  ⑥デジタル活用 

   （防災ＤＸ、道路環境整備 等） 
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第２ 起きてはならない最悪の事態ごとの施策 

 第４章で示した脆弱性評価を踏まえた、起きてはならない最悪の事態ごとの施策は

次のとおりです。 

 なお、重点施策として詳細を第６章に記載するものには「重」の文字を表中に付し

ました。併せて複数の起きてはならない最悪の事態に対する施策のため、再掲してい

る施策については、初出の最悪の事態の番号を「再掲元」として記載しました。 

 

起きてはならない最悪の事態ごとの施策 

 

目標１ 直接死を最大限防ぐ 

1-1 地震等による建築物の大規模倒壊や火災による死傷者の発生 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 

老朽化対策 

公共施設の管理 ・平泉町公共施設等総合管

理計画に基づく個別施設計

画により適正な管理を行い

ます。 

 重 

庁舎の災害対応強化 ・非常用発電設備の浸水対

策等を進めるとともに、災害

時の対策本部となる代替施

設の検討を行います。 

 重 

消防施設・設備の整備 ・消火栓や防火水そうの整

備や更新を進めます。 

・消防車両等の適切な維持

管理と計画的な更新を進め

ます。 

 重 

住宅・都市 

老朽化対策 

町営住宅の老朽化対策 ・町営住宅の水洗化や適正

管理を行います。 

・計画に基づいた適切な住

宅管理を行います。 

  

住宅の耐震化 ・耐震化の必要性や支援制

度等の周知を図り、耐震化を

促進します。 

  

住宅・都市 

リスクコミュ

空き家対策の推進 ・定期的な実態調査により

空き家等の実態を把握し、所

 重 
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ニケーション 

人口減少・少子

高齢化対策 

官民連携 

有者への適正管理を促進す

するとともに、空き家バンク

事業等の活用を進めます。 

行政機能 

リスクコミュ

ニケーション 

 

防災教育の推進 ・学校や家庭、地域等と連携

した防災教育を進めます。 

  

国土保全 

老朽化対策 

町道等道路整備の推進 ・日常的な維持管理と計画

的な道路整備を進めます。 

 重 

橋梁の適切な管理 ・劣化損傷等の早期発見と

修繕を図り、長寿命化を進め

ます。 

 重 

保健医療 地域支援体制の強化 ・関係機関等との情報共有

を図り、地域の支援体制強化

を進めます。 

  

住宅・都市 電柱等の倒壊防止 ・既存電柱の倒壊防止対策

を進めます。 

  

公園等の整備 ・防災機能を有した公園整

備の検討を進めます。 

  

行政機能 

人口減少・少子

高齢化対策 

官民連携 

 

防災マップの活用 ・防災マップを活用した地

域における学習会等を実施

します。 

 重 

消防・救急体制の強化 ・医療機関等を含めた消防・

救急体制の体制強化を図り

ます。 

・訓練等の実施により消防

団員の対応力向上を図りま

す。 

 重 

消防団の体制強化 ・消防団員の確保に努め、消

防活動の充実を図ります。 

  

リスクコミュ

ニケーション 

人材育成 

地域防災力の強化 ・防災知識の普及啓発や防

災意識を高めるため、学習会

や防災訓練を実施します。 

 重 
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1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水  

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 

老朽化対策 

庁舎の災害対応強化 ・非常用発電設備の浸水対

策等を進めるとともに、災害

時の対策本部となる代替施

設の検討を行います。 

 

1-1  

行政機能 防災マップの活用 ・防災マップを活用した地

域における学習会等を実施

します。 

1-1 重 

行政機能 

リスクコミュ

ニケーション 

マイタイムラインの推進 ・学習会等を開催し、マイタ

イムラインの作成を推進し

ます。 

  

国土保全 河川等の管理 ・河川等の巡視を定期的に

実施するとともに、河川氾濫

危険箇所の土砂除去を進め

ます。 

 重 

 

1-3 大規模な火山噴火・土砂災害 等による多数の死傷者の発生 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 防災マップの活用 ・防災マップを活用した地

域における学習会等を実施

します。 

1-1 重 

火山災害対策の推進 ・気象情報の注視や関係機

関と連携し、情報の周知を行

います。 

  

産業 

老朽化対策 

ため池や農業用施設の適

正管理 

・施設管理者への適正管理

を促進します。 

  

産業 森林環境の保全 ・森林経営管理制度の推進

や関係機関と連携し、森林整

備・適正な管理を行います。 
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1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死者の発生 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

国土保全 除雪体制の強化 ・民間事業者等との体制強

化を図ります。 

  

国土保全 

リスクコミュ

ニケーション 

連絡体制の強化 ・地域との通信手段の確保

や関係団体等との連携を強

化します。 

  

国土保全 

老朽化対策 

町道等道路整備の推進 ・日常的な維持管理と計画

的な道路整備を進めます。 

1-1 重 

 

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多

数の死傷者の発生 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 

デジタル活用 

情報伝達手段の整備 ・防災行政無線の適正な維

持管理とともに、多様な情報

伝達手段を確保します。 

 重 

火山災害対策の推進 ・気象情報の注視や関係機

関と連携し、情報の周知を行

います。 

1-3  

リスクコミュ

ニケーション 

人材育成 

地域防災力の強化 ・防災知識の普及啓発や防

災意識を高めるため、学習会

や防災訓練を実施します。 

1-1 重 

防災士や地域リーダーの

育成 

・防災士の育成支援や防災

セミナー等への参加を促進

します。 

 重 

保健医療 要配慮者等への支援 ・個別避難計画を策定し、支

援体制を強化します。 

  

行政機能 

リスクコミュ

ニケーション 

防災教育の推進 ・学校や家庭、地域等と連携

した防災教育を進めます。 

1-1  

保健医療 地域支援体制の強化 ・関係機関等との情報共有

を図り、地域の支援体制強化

を進めます。 

1-1  
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目標２ 救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等の健康・避難生活環境を

確保する 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 避難所の備蓄・設備強化 ・備蓄食料や衛生用品等を

計画的に購入するとともに、

適正に管理します。 

  

行政機能 

リスクコミュ

ニケーション 

災害時応援協定等の締結 ・関係機関等の協定やホッ

トラインの構築を進め、対応

力の向上を図ります。 

  

国土保全 

老朽化対策 

上水道施設の適切な管理 ・適切な維持管理と計画的・

効果的な更新を進めます。 

 重 

町道等道路整備の推進 ・日常的な維持管理と計画

的な道路整備を進めます。 

1-1 重 

橋梁の適切な管理 ・劣化損傷等の早期発見と

修繕を図り、長寿命化を進め

ます。 

1-1 重 

 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 ヘリコプター発着所の確

保 

・ヘリコプターによる救助

に備え、発着場所の確保に努

めます。 

  

国土保全 

老朽化対策 

町道等道路整備の推進 ・日常的な維持管理と計画

的な道路整備を進める。 

1-1 重 

橋梁の適切な管理 ・劣化損傷等の早期発見と

修繕を図り、長寿命化を進め

ます。 

1-1 重 

行政機能 情報伝達手段の整備 ・防災行政無線の適正な維

持管理とともに、多様な情報

伝達手段を確保します。 

1-5 重 
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2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救助・救急活動の絶対的不足 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 

人口減少・少子

高齢化対策 

官民連携 

自衛隊・警察との連携 ・平常時からの情報交換や

連絡体制の強化を図ります。 

  

消防・救急体制の強化 ・医療機関等を含めた消防・

救急体制の体制強化を図り

ます。 

・訓練等の実施により消防

団員の対応力向上を図りま

す。 

1-1 重 

応急手当講習会等の開催 ・応急手当などの普及のた

め、関係機関と連携し講習会

等を開催します。 

  

保健医療 医療体制の強化 ・災害時における地域医療

体制の確保に努めます。 

  

行政機能 

老朽化対策 

庁舎の災害対応強化 ・非常用発電設備の浸水対

策等を進めるとともに、災害

時の対策本部となる代替施

設の検討を行います。 

1-1 重 

リスクコミュ

ニケーション 

人材育成 

地域防災力の強化 ・防災知識の普及啓発や防

災意識を高めるため、学習会

や防災訓練を実施します。 

1-1 重 

 

2-4 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療・福祉

機能等の麻痺 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

保健医療 要配慮者等への支援 ・個別避難計画を策定し、支

援体制を強化します。 

1-5  

医療体制の強化 ・災害時における地域医療

体制の確保に努めます。 

2-3  

国土保全 交通ネットワークの形成 ・支援ルートの確保ととも

に、人員・物資を輸送する交

通ネットワークの整備に努

めます。 
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国土保全 

老朽化対策 

町道等道路整備の推進 ・日常的な維持管理と計画

的な道路整備を進めます。 

1-1 重 

行政機能 避難所の備蓄・設備強化 ・備蓄食料や衛生用品等を

計画的に購入するとともに、

適正に管理します。 

2-1  

応急手当講習会等の開催 ・応急手当などの普及のた

め、関係機関と連携し、定期

的な講習会等を開催します。 

2-3  

ヘリコプター発着所の確

保 

・ヘリコプターによる救助

に備え、発着場所の確保に努

めます。 

2-2  

行政機能 

リスクコミュ

ニケーション 

災害時応援協定等の締結 ・関係機関等の協定やホッ

トラインの構築を進め、対応

力の向上を図ります。 

2-1  

 

2-5 被災地における感染症等の大規模発生 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

保健医療 感染症対策の推進 ・感染症に関する正しい知

識の普及等、予防接種の接種

率向上に向けた取り組みを

推進します。 

 重 

保健師・栄養士等による

健康管理の強化 

・避難者の不安を軽減でき

るよう県の健康管理マニュ

アルに沿った健康管理に努

めます。 

  

国土保全 

老朽化対策 

上水道施設の適切な管理 ・適切な維持管理と計画的・

効果的な更新を進めます。 

2-1 重 

住宅・都市 

老朽化対策 

下水道施設の適切な管理

と老朽化対策 

・普及啓発活動や補助事業

等を実施し、下水道への接続

や合併処理浄化槽設備の整

備促進を行います。 

・腐食のおそれが大きい箇

所を中心に、点検・調査・維

持管理を実施していく必要

 重 
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があります。 

下水道等における下水道

復旧支援に関する協定 

・日本下水道管路管理業協

会と下水道管路施設の復旧

支援に関する協定を締結し

ており、関連団体と連絡体制

強化を図ります。 

  

下水道施設の防災機能強

化 

・地震対策について、計画的

に対策を進めていく必要が

あります。 

・ストックマネジメント計

画の見直しを行いながら、計

画的で効率的な維持管理を

推進する必要があります。 
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目標３ 必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 庁内データの保全 ・住民データを復旧する体

制の整備を図ります。 

  

業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定を進

めます。 

  

行政機能 

老朽化対策 

庁舎の災害対応強化 ・非常用発電設備の浸水対

策等を進めるとともに、災害

時の対策本部となる代替施

設の検討を行います。 

1-1 重 
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目標４ 経済活動を機能不全に陥らせない 

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動の停滞 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

国土保全 

老朽化対策 

町道等道路整備の推進 ・日常的な維持管理と計画

的な道路整備を進める。 

1-1 重 

橋梁の適切な管理 ・劣化損傷等の早期発見と

修繕を図り、長寿命化を進め

ます。 

1-1 重 

行政機能 

リスクコミュ

ニケーション 

災害時応援協定等の締結 ・関係機関等の協定やホッ

トラインの構築を進め、対応

力の向上を図ります。 

2-1  

 

4-2 食料の安定供給の停滞 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 避難所の備蓄・設備強化 ・備蓄食料や衛生用品等を

計画的に購入するとともに、

適正に管理します。 

2-1  

国土保全 

老朽化対策 

町道等道路整備の推進 ・日常的な維持管理と計画

的な道路整備を進める。 

1-1 重 

橋梁の適切な管理 ・劣化損傷等の早期発見と

修繕を図り、長寿命化を進め

ます。 

1-1 重 

産業 鳥獣被害防止対策の推進 ・侵入防止柵の設置等によ

る防除策や捕獲に鳥獣被害

対策を推進します。 

 重 

 

4-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

産業 農地の保全 ・各種支援制度を活用し、農

地や農業用施設の保全管理

を進めます。 

 重 

農業者等の育成 ・新規就農者や認定農業者、

地域における担い手等の育

成・確保を図ります。 
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森林環境の保全 ・森林経営管理制度の推進

や関係機関と連携し、森林整

備・適正な管理を行います。 

1-3  

農業用ハウスの補強対策 ・施設点検についての実践

的な管理方法や強度向上に

向けた普及啓発を行います。 

  

鳥獣被害防止対策の推進 ・侵入防止柵の設置等によ

る防除策や捕獲に鳥獣被害

対策を推進します。 

4-2 重 

産業 

老朽化対策 

ため池や農業用施設の適

正管理 

・施設管理者への適正管理

を促進します。 

1-3  
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目標５ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない情報通信サービス、電力等ラ

イフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめ

るとともに、早期に復旧させる 

5-2 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 情報通信利用環境の長期

停止 

情報通信事業者と災害時応

援協定を締結し、長期間にわ

たる通信網の遮断に対する

通信手段を確保します。 

  

関係機関の連携強化 ・関係機関との連携強化と

ともに、自主防災組織等との

協力体制の整備を進めます。 

  

避難所の備蓄・設備強化 ・備蓄食料や衛生用品等を

計画的に購入するとともに、

適正に管理します。 

2-1  

住宅・都市 非常時における電源等の

確保 

・再生可能エネルギーや蓄

電設備等による電源確保を

促進します。 

  

 

5-3 上下水道等の長時間にわたる供給停止 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 避難所の備蓄・設備強化 ・備蓄食料や衛生用品等を

計画的に購入するとともに、

適正に管理します。 

2-1  

行政機能 

リスクコミュ

ニケーション 

 

災害時応援協定等の締結 ・関係機関等の協定やホッ

トラインの構築を進め、対応

力の向上を図ります。 

2-1  

国土保全 

老朽化対策 

上水道施設の適切な管理 ・適切な維持管理と計画的・

効果的な更新を進めます。 

2-1 重 

住宅・都市 

老朽化対策 

下水道施設の適切な管理

と老朽化対策 

・普及啓発活動や補助事業

等を実施し、下水道への接続

や合併処理浄化槽設備の整

備促進を行います。 

2-5 重 
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・腐食のおそれが大きい箇

所を中心に、点検・調査・維

持管理を実施していく必要

があります。 

下水道施設の防災機能強

化 

・地震対策について、計画的

に対策を進めていく必要が

あります。 

・ストックマネジメント計

画の見直しを行いながら、計

画的で効率的な維持管理を

推進する必要があります。 

2-5  

下水道等における下水道

復旧支援に関する協定 

・日本下水道管路管理業協

会と下水道管路施設の復旧

支援に関する協定を締結し

ており、関連団体と連絡体制

強化を図ります。 

  

 

5-4 県外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

国土保全 

老朽化対策 

町道等道路整備の推進 ・日常的な維持管理と計画

的な道路整備を進めます。 

1-1 重 

橋梁の適切な管理 ・劣化損傷等の早期発見と

修繕を図り、長寿命化を進め

ます。 

1-1 重 

国土保全 交通ネットワークの形成 ・支援ルートの確保ととも

に、人員・物資を輸送する交

通ネットワークの整備に努

めます。 

2-4  

 

5-5 ため池、ダム、天然ダム等の損壊・機能不全による複合災害・二次災害の発生 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

行政機能 防災マップの活用 ・防災マップを活用した地

域における学習会等を実施

します。 

1-1 重 
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産業 

老朽化対策 

ため池や農業用施設の適

正管理 

・施設管理者への適正管理

を促進します。 

1-3  

国土保全 森林環境の保全 ・森林経営管理制度の推進

や関係機関と連携し、森林整

備・適正な管理を行います。 

1-3  

火山災害対策の推進 ・気象情報の注視や関係機

関と連携し、情報の周知を行

います。 

1-3  

 

  



46 

 

目標６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

6-1 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

国土保全 災害廃棄物処理計画の策

定 

・災害廃棄物を迅速に処理

するために必要な事項を定

めた処理計画を策定すると

ともに、民間事業者と連携し

た処理体制の構築を図りま

す。 

 重 

 

6-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

リスクコミュ

ニケーション 

ボランティアの受入態勢

の整備 

・社会福祉協議会等と連携

し、ボランティアの受入態勢

を整備します。 

  

保健医療 

リスクコミュ

ニケーション 

人口減少・少子

高齢化対策 

 

子育て支援の充実 ・多様な保育ニーズに対応

できる環境づくりに努める

とともに、地域での子育て環

境の充実を図ります。 

 重 

住宅・都市 

老朽化対策 

下水道等における下水道

復旧支援に関する協定 

・日本下水道管路管理業協

会と下水道管路施設の復旧

支援に関する協定を締結し

ており、関連団体と連絡体制

強化を図ります。 

2-5  

 

6-3 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

分野 施策 手段 再掲元 重点 

産業 

官民連携 

商工業の育成・支援 ・関係機関と連携し、経営力

向上の支援や、創業などに関

する相談支援体制の充実を

図ります。 

 重 

リスクコミュ コミュニティ活動の活性 ・地域人材づくりや多世代  重 
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ニケーション 

人口減少・少

子高齢化対策 

 

化 交流を促進し、地域コミュニ

ティの基盤維持と強化を図

ります。 

移住・定住の促進 ・町の魅力を発信し関係人

口や交流人口の拡大を図り

ながら移住・定住を促進しま

す。 

 重 

 

第３ 施策分野ごとの施策 

（１）個別施策分野 

  ①行政機能 

   ・公共の施設管理 

   ・庁舎の災害対応強化 

   ・消防施設・設備の整備 

   ・防災教育の推進 

   ・防災マップの活用 

   ・消防・救急体制の強化 

   ・消防団の体制強化 

   ・マイタイムラインの推進 

   ・火山災害対策の推進 

   ・情報伝達手段の整備 

   ・避難所の備蓄・設備強化 

   ・災害時応援協定等の締結 

   ・ヘリコプター発着所の確保 

   ・自衛隊・警察との連携 

   ・応急手当講習会等の開催 

   ・庁内データの保全 

   ・業務継続計画の策定 

   ・関係機関の連携強化 

 

  ②住宅・都市 

   ・町営住宅の老朽化対策 

   ・住宅の耐震化 

   ・空き家対策の推進 

   ・電柱等の倒壊防止 
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   ・公園等の整備 

   ・下水道施設の適切な管理と老朽化対策 

   ・下水道施設の防災機能強化 

   ・災害時等における下水道復旧支援に関する協定 

・非常時における電源等の確保 

 

  ③保健医療 

   ・地域支援体制の強化 

   ・要配慮者等への支援 

   ・感染症対策の推進 

   ・保健師等による健康管理の強化 

   ・子育て支援の充実 

 

  ④産業 

   ・農地の保全 

   ・ため池や農業用施設の適正管理 

   ・森林環境の保全 

   ・農業者等の育成 

   ・商工業の育成・支援 

 

  ⑤国土保全 

   ・町道等道路整備の推進 

   ・橋梁の適切な管理 

   ・河川等の管理 

   ・除雪体制の強化 

   ・連絡体制の強化 

   ・上水道施設の適切な管理 

   ・交通ネットワークの形成 

   ・災害廃棄物処理計画の策定 

 

（２）横断的分野 

  ①リスクコミュニケーション 

   ・空き家対策の推進 

   ・防災教育の推進 

・地域防災力の強化 
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   ・マイタイムラインの推進 

   ・連絡体制の強化 

   ・防災士や地域リーダーの育成 

   ・災害時応援協定等の締結 

   ・ボランティアの受入態勢の整備 

   ・子育て支援の充実 

   ・コミュニティ活動の活性化 

   ・移住定住の促進 

 

  ②老朽化対策 

   ・公共の施設管理 

   ・庁舎の災害対応強化 

   ・消防施設・設備の整備 

・町営住宅の老朽化対策 

   ・住宅の耐震化 

   ・町道等道路整備の推進 

   ・橋梁の適切な管理 

   ・ため池や農業用施設の適正管理 

   ・上水道施設の適切な管理 

   ・下水道施設の適切な管理と老朽化対策 

   ・下水道施設の防災機能強化 

 

  ③人口減少・少子高齢化対策 

・消防・救急体制の強化 

・空き家対策 

・地域コミュニティの活性化 

   ・地域防災力の強化 

   ・移住・定住の促進 

 

  ④人材育成 

   ・防災士や地域リーダーの育成 

   ・医療・福祉等の人材育成 

   ・商工業の育成・支援 

・農林水産業・建設業の担い手確保・育成 

   ・外国人への支援 
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   ・民間事業者の人材育成 

 

⑤官民連携 

 ・関係機関の連携強化 

・総合防災訓練の実施 

 ・協定締結団体の協力 

 ・防災ボランティア支援ネットワークの構築 

 

⑥デジタル活用 

 ・情報伝達手段の整備 

・通信事業者との連携 

 ・デジタル技術の活用 

 ・デジタル技術の人材確保・育成 

 ・インフラ分野のデジタル技術活用 
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第６章 重点施策                         

 

第５章で示した対応方策のうち、影響の大きさや緊急度、進捗状況、平時の活用等

の観点から、計画期間内に優先して取り組む施策を、分野別に「重点施策」として選

定しました。 

なお、重点施策の設定に際しては、第６次平泉町総合計画後期基本計画との整合性

を図るとともに、施策の進捗状況等を客観的に把握できる指標をＫＰＩとして進捗管

理を図るものとする。ＫＰＩについては、特に記載のない場合は、令和６年度現在の

値を現状とし、令和 12年度末を目標値として設定しました。 

ＫＰＩの進捗管理については、第６次平泉町総合計画後期基本計画の進捗管理と合

わせ、定期的に行っていきます。 

 

（１）個別施策分野 

① 行政機能 

施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

公共施設の

管理 

安全かつ持続的

なサービス提供を

提供するため、適正

な管理を行う必要

があります。 

・公共施設等管理

計画個別施設計画

の施設管理方針の

適時見直しをする

とともに、適切な維

持管理を行います。 

・個別施設計画施

設管理方針の見直

し 

 適時 

 

庁舎の災害

対応強化 

庁舎の防災対策

や機能強化を図る

とともに、庁舎が使

用できない場合の

本部代替場所につ

いて検討する必要

があります。 

・非常用発電設備

の浸水対策等を進

めます。 

 

・災害時の対策本

部となる代替施設

の検討を行います。 

・非常用発電設備

の更新 

 未更新→更新 

 

・災害対策本部の

設置場所 

 ２施設→３施設 

 

 

消防施設・

設備の整備 

無水利地域への

消火栓や防火水そ

うの整備に努める

とともに、消防車両

・消火栓や防火水

そうの整備や更新

を進めます。 

 

・消防水利の更新

及び新設数（累計

値） 

 27箇所→35箇所 
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などの既存消防施

設・設備の適切な維

持管理と計画的な

更新を行う必要が

あります。 

・消防車両等の適

切な維持管理と計

画的な更新を進め

ます。 

 

防災マップ

の活用 

防災マップを作

成・配布を行い、防

災意識の向上に向

け、住民周知に取り

組んでいます。 

・防災マップを活

用した地域におけ

る学習会等を実施

します。 

・自主防災組織を

対象とした訓練や

研修会の開催数（年

間） 

 ３回→23回 

 

情報伝達手

段の整備 

防災行政無線の

維持管理に努め、住

民等へ情報伝達に

取り組む必要があ

ります。 

・防災行政無線の

適正な維持管理と

ともに、多様な情報

伝達手段を確保し

ます。 

・防災行政無線の

更新 

 

・防災情報配信サ

ー ビ ス の 登 録 数

（人） 

1,000人→2,200人 

 

消防・救急

体制の強化 

災害警戒や対応

に備え、消防団員の

確保と対応力強化

に努める必要があ

ります。 

・医療機関等を含

めた消防・救急体制

の体制強化を図り

ます。 

 

・消防団員の確保

と訓練等の実施に

より対応力向上を

図ります。 

 

・消防団員の充足

率 

85.0％→87.0％ 

 

 

  



53 

 

② 住宅・都市 

施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

空き家対策

の推進 

使用されていな

い住宅や建築物が

増加しており、所有

者の適切な管理や

利活用を推進する

必要があります。 

 

 

・定期的な実態調

査により空き家等

の実態を把握し、所

有者への適正管理

を促進します。 

 

・空き家バンク事

業等の活用を進め

ます。 

・特定空き家の数 

 ０戸→０戸 

 

・空き家・空き地バ

ンクの登録件数（累

計） 

 10件→20件 

 

 

下水道施設

の適切な管

理と老朽化

対策 

住民の健康で快

適な居住環境づく

りのため、接続率の

向上に努めていま

す。 

・普及啓発活動や

補助事業等を実施

し、下水道への接続

や合併処理浄化槽

設備の整備促進を

行います。 

・腐食のおそれの

ある箇所を中心に

定期的な点検や維

持管理を行い老朽

化対策を進めます。 

・下水道等の水洗

化率 

 84.6%→91.5％ 

 

・合併処理浄化槽

設置数 

 431基→510基 

 

 

  



54 

 

③ 保健医療 

施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

感染症対策

の推進 

感染症対策を推

進するため、国や県

の動向を踏まえ、感

染予防や拡大防止

に努める必要があ

ります。 

・予防接種等に関

する知識の普及に

努め、予防接種の接

種率向上に向けた

取り組みを推進し

ます。 

・予防接種率（高齢

者のインフルエン

ザ） 

 50.6→60.0％ 

 

子育て支援

の充実 

保護者が身近に

相談できる場所や

子どもたちの安全・

安心ない場所の確

保等子育ての環境

整備が求められて

います。 

・保育所等の適切

な維持管理を行い

ます。 

 

・教育、保健、福祉

機関の支援体制強

化し、連携した支援

を行います。 

 

・地域子育て支援

拠点事業利用者数 

26人/月 

→29人/月 
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④ 産業 

施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

農地の保全 耕作放棄地の解

消や鳥獣被害対策

の徹底など、地域や

関係団体と連携し

て農山村環境を適

切に維持していく

必要があります。 

 

・各種支援制度を

活用し、農地や農業

用施設の保全管理

を進めます。 

・多面的機能支払

交付金取組面積 

 902ha→908ha 

 

鳥獣被害防

止対策の推

進 

鳥獣による農地

への農作物被害に

より、耕作放棄地

の発生や集落機能

の低下が想定され

ます。 

侵入防止柵の設置

等による防除策や

捕獲に鳥獣被害対

策を推進します。 

野生鳥獣による農

作物被害額 

 10,835,000円 

→8,297,000円 

 

商工業の育

成・支援 

町内の事業者数

の減少や経営環境

が一層厳しくなっ

ている状況にあり、

商工会等と連携し、

地域経済の維持と

活性化を図る必要

があります。 

・経営の持続的発

展や、創業希望者創

出などへの支援を

行い、地域経済の維

持と活性化を促進

します。 

・創業・事業承継数 

 ３件→３件 
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⑤ 国土保全 

施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

町道等道路

整備の推進 

計画的な点検と

修繕による適切な

維持管理に努めな

がら、効果的な道路

整備を進めていく

ことが必要であり

ます。 

日常的な維持管理

と計画的な道路整

備を進めます。 

・町道の改良率 

 76.8％→78.0％ 

・町道舗装率 

 63.1％→65.0％ 

 

 

 

橋梁の適切

な管理 

効率的な維持管

理と修繕コストの

縮減に努める必要

があります。 

・劣化損傷等の早

期発見と修繕を図

り、長寿命化を進め

ます。 

修繕を要する橋梁

数 

 ０橋→０橋 

 

河川等の管

理 

河道の土砂の堆

積状況を把握し、適

切に管理を行い、河

川等の機能維持と

災害防止に努める

必要があります。 

・河川等の巡視を

定期的に実施する

とともに、河川氾濫

危険箇所の土砂除

去を進めます。 

・浚渫を実施した

河川数（累計） 

 ４河川→４河川 

 

上水道施設

の適切な管

理 

水道施設設備の

老朽化が進んでお

り、更新・耐震化を

進め、適切な維持管

理を行う必要があ

ります。 

・適切な維持管理

と計画的・効果的な

更新を進めます。 

・水道有収率 

 78.1％→80.0％ 

 

災害廃棄物

処理計画の

策定 

災害廃棄物の円

滑な処理を行うた

めの災害廃棄物処

理計画の策定に向

け検討中です。 

・災害廃棄物を迅

速に処理するため

に必要な事項を定

めた処理計画を策

定と、民間事業者と

連携した処理体制

の構築を図ります。 

・災害廃棄物計画

の策定 

 未策定→策定 
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（２）横断的分野 

① リスクコミュニケーション 

施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

防災マップ

を活用 
再掲（(1)①行政機能） 

空き家対策

の推進 
再掲（(1)②住宅・都市） 

地域防災力

の強化 

防災意識の高揚

や防災体制の充実

に努めているが、壽

民や関係機関が一

体となった防災体

制を確立し、地域防

災力の強化を図る

必要があります。 

・防災知識の普及

啓発や防災意識を

高めるため、学習会

や防災訓練を実施

します。 

自主防災組織を対

象とした訓練や研

修会の開催数（年

間） 

 ３回→23回 

 

防災士や地

域リーダー

の育成 

自主防災組織等

を中心とした地域

の防災力を高める

ため、防災士の育成

や地域リーダーの

養成が必要です。 

・防災士の育成支

援や防災セミナー

等への参加を促進

します。 

・防災士の育成数 

 ４人→10人 

 

 

子育て支援

の充実 
再掲（(1)③保健医療） 

コミュニテ

ィ活動の活

性化 

高齢化や人口減

少により、日常生活

や地域活動などさ

まざまな分野にお

いて、影響を及ぼす

ことが懸念されま

す。 

・地域人材づくり

や多世代交流を促

進し、地域コミュニ

ティの基盤維持と

強化を図ります。 

・まちづくりワー

クショップの開催

数 

 ０回→７回 

 

・行政区事業活動

数 

 349回→430回 

 

移住・定住

の促進 

本町では、全国よ

りもさらに高い減

・町の魅力を発信

や各支援策の活用

・移住支援策を利

用しての転入者数 
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少率で人口減少が

加速していくこと

が予想されており、

地域コミュニティ

や産業などで担い

手が不足すること

が考えられます。 

を図り、関係人口や

交流人口の拡大を

進めながら移住・定

住を促進します。 

 ９人→20人 

 

② 老朽化対策 

施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

公共施設の

管理 
再掲（(1)①行政機能） 

庁舎の災害

対応強化 
再掲（(1)①行政機能） 

消防施設・

設備の整備 
再掲（(1)①行政機能） 

情報伝達手

段の整備 
再掲（(1)①行政機能） 

下水道施設

の適切な管

理 

再掲（(1)②住宅・都市） 

町道等道路

整備の推進 
再掲（(1)⑤国土保全） 

橋梁の適切

な管理 
再掲（(1)⑤国土保全） 

上水道施設

の適切な管

理 

再掲（(1)⑤国土保全） 
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③ 人口減少・少子高齢化対策 

施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

消防・救急

体制の強化 
再掲（(1)①行政機能） 

空き家対策

の推進 
再掲（(1)②住宅・都市） 

子育て支援

の充実 
再掲（(1)③保健医療） 

コミュニテ

ィ活動の活

性化 

再掲（(2)①リスクコミュニケーション） 

移住・定住

の促進 
再掲（(2)①リスクコミュニケーション） 

 

④ 人材育成 

 施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

商工業の育

成・支援 
再掲（(1)④産業） 

防災士や地

域リーダー

の育成 

再掲（(2)①リスクコミュニケーション） 

地域防災力

の強化 
再掲（(2)①リスクコミュニケーション） 
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⑤ 官民連携 

 施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

消防・救急

体制の強化 
再掲（(1)①行政機能） 

空き家対策

の推進 
再掲（(1)②住宅・都市） 

商工業の育

成・支援 
再掲（(1)④産業） 

 

⑥ デジタル活用 

 施策 現状 手段 指標 

（現状→目標値） 

備考 

情報伝達手

段の整備 
再掲（(1)①行政機能） 
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第７章 計画の推進と進捗管理                   

 

第１ 推進体制 

町民をはじめ、国、県、民間等とも連携し計画の推進を図るため、本計画の周知に

努めるとともに、被害想定や各種リスク情報、取り組みの進捗状況を共有しながら、

相互に連携して効果的・効率的な取り組みの展開を図ります。 

 

第２ 計画の進捗管理 

計画の実効性を高めるため、今回策定した計画に基づき、施策を着実に実施し、そ

の進捗や成果、課題等の把握や分析を通じて、次に実施する施策に直していくため、

進捗管理についてはＰＤＣＡサイクル(ＰＬＡＮ（計画策定）、ＤＯ(実行)、ＣＨＥＣ

Ｋ(点検・評価)、ＡＣＴＩＯＮ(処置・改善)）により行います。 

 

第３ 計画の見直し 

本町を取り巻く社会・経済情勢等の変化により、総合計画に変更が生じた場合、ま

た、基本計画や県計画が変更された場合など、この計画を変更する必要がある場合に

は、期間内においても適宜見直しを行います。 


